
堺市自治連合協議会 令和 7年 6月 定例会

1.依頼案件

(1)堺大魚夜市開催に伴うポスターの掲示依頼について

【広報さかい 7月 号掲載予定】 (堺大魚夜市実行委員会 )

堺の夏の風物詩 「堺大魚夜市」及びNPO法 人全 日本ムエタイ連盟堺大魚夜市大会を令

和 7年 7月 26日 (土)に大浜公園で開催する予定です。

つきましては、下記のとお リポスターをご掲示頂きますようお願い申し上げます。

なお、ポスターは現在制作中であり、完成次第、各校区代表者様または指定送付先まで

郵送 させて頂きますので、予めご了承 くださいますようお願い申し上げます。

掲示希望期間 :お届け日より7月 26日 (土 )ま で

記

問合先・・・TEL228-7493

TEL233-5258

観光推進課

堺大魚夜市実行委員会事務局

(2)①第27回参議院議員通常選挙に係る投票立会人及び会計年度任用職員 (旧短期臨時
職員)の推薦について

②第27回参議院議員通常選挙に係る公営個人演説会の開催に伴う学校施設等の使用
について

(堺市選挙管理委員会)

① 第 27回参議院議員通常選挙に係る投票立会人及び会計年度任用職員 (旧短期臨時

職員)の推薦について

第 27回参議院議員通常選挙につきましては、令和 7年 7月 20日 に執行される予定で

す。

つきましては、投票事務を公正かつ円滑に執行するため、投票立会人及び会計年度任

用職員をご推薦くださいますようよろしくお願いいたします。

② 27 △
の

について

公職選挙法 第 161条 第 1項では、公職の候補者は、学校、公民館、地方公共団体が

管理する公会堂及び市の選挙管理委員会が指定する施設を使用 して、個人演説会を開催

することができる旨規定 してお ります。

令和 7年 7月 20日 に執行予定の第 27回参議院議員通常選挙におきましても、選挙

運動期間中の内、公示 日の 2日 後から投票 日前 日までの間、学校等の公営施設を使用 し

て公職の候補者が個人演説会を開催することが可能 となってお ります。

公職の候補者は、個人演説会を学校等で開催する場合、各区の選挙管理委員会に申出

を行 うこととなつてお り、申出があつた学校は、学校の授業、研究等の本来の行事に支

障がない限 り、使用の許可を行 うこととなつてお ります (公職選挙法施行令第 116条・

第 117条 )



学校施設につきましては、学校本来の行事に使用する以外に、学校施設開放等により

種々の活動をされる地域の諸団体等に使用許可されることも多く、また相当以前から日

程の調整をされているものと思われます。

一方、公職選挙法では、選挙運動に関 して種々の制限が加 えられているところですが、

その中で公営施設における個人演説会等の開催は、公職の候補者等にとつて有効な選挙

運動のひとつ となってお ります。

こうしたことから、法令の趣旨をご理解の上、何卒、学校施設の個人演説会の開催に

ついてご配慮いただきますようよろしくお願い申しあげます。

問合先・ !・ TEL22舒7875  堺市選挙管理委員会事務局

2.事業説明条件

(1)第 75回 「社会を明るくする運動」について

【広報さかい 7月 号掲載予定】 (堺市社会福祉協議会)

ご高承のとお り「社会を明るくする運動」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止 と犯

罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、

犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動で、7月 1日

から 31日 までの 1か月間が強調月間とな ります。

堺市推進委員会では、下記のとお り第 75回「社会を明るくする運動」堺市大会を開催致

しますので、ご案内申し上げます。

また、保護司会、更生保護女性会などの参加を得て各駅頭での啓発活動や、小 。中学生

による 「第 28回作文コンテス ト」、各区域においての住民集会など「社会を明るくする運

動」に関する行事を計画 してお ります。本運動全般にわた り、何卒ご理解あるご協力を重

ねてお願い申し上げます。

記

行事名  : 第 75回 「社会を明るくする運動」堺市大会

日 時  : 令和 7年 7月 1日 (火)午後 1時 30分～

場 所  : 堺市総合福社会館 6階 ホール

*会場の駐車場は僅少ですので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

問合先 。・・色L232-5420 堺市社会福祉協議会

① 「堺市避難所運営マニュアル」及び 「校区避難所運営マニュアル (ひ な形)Jの改正に

ついて

本市では大規模災害時に校区自主防災組織、行政職員、避難者等が協力 して指定避難所

を開設・運営するための資料 として堺市避難所運営マニュアル及び校区避難所運営マニュ

(2)① 「堺市避難所運営マニュアル」及び 「校区避難所運営マニュアル

改正について

②令和 7年度の主な防災訓練の実施 日について

③風水害に係る重大な気象情報等の共有について

① 【広報さかい 7月 号掲載予定】② 【広報さかい 10月 号掲載】

(ひな形 )」 の

(危機管理室)



アル (ひな形)を策定しています。

この度、内閣府男女共同参画参画局や環境省の策定するガイ ドライン等を踏まえ、

改正を行いますのでお知らせ します。

【主な改正内容】

(1)男女共同参画の視点を踏まえた見直し
「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・ 復興ガイ ド

ライン～」を踏まえ、避難所生活において男女共同参画の意識を高め、安心して過ご

すことができるよう、マニュアルを見直し、所要の改正を行いました。

具体例として、堺市独自の「避難所 レイアウト例 (体育館)」 や避難所の各スペース

等で掲示する「ピクトグラム」を作成 し、避難所設営時の参考資料として、現場で実

践的に活用できるようにしました。

(2)ペ ット同行避難 。同伴避難の見直し

屋内の飼育スペースでの受入れ対象となるペットの種類を新たに定め、避難後は飼

い主が協力する体制として「飼い主の会」の立ち上げを明記しました。

他の避難者との生活に配慮するため、屋内等の飼育スペースを避難所ごとに指定し、

ブルーシー ト等を活用した設営や清掃 。消毒作業等の役割を飼い主が飼育管理するこ

ととしました。

(3)要配慮者の避難場所の振 り分けに係る運用の追加

要配慮者の避難場所の振 り分けのため、避難者受付時に配慮が必要に事項に関する

アンケー ト等の運用を明記 しました。

また、白杖やアンブルボー ドの各区役所での備蓄に伴い、被災時の運用等を明記 し

ました。

② 令和 7年度の主な防災訓練の実施 日について

令和 7年度の主な防災訓練の実施 日について下記のとお りお知 らせ します。なお、各訓

練の詳細は、後 日改めてお知 らせ します。

記

1.大阪 880万人訓練

実施 日 :令和 7年 11月 5日 (水 )

概 要 :すべての府民が、地震・津波発生時に様々な媒体から情報を入手 し、自ら命

を守る行動に繁がるよう、大阪府 。大阪市・堺市の共催で実施 します。南海

トラフ巨大地震を想定 し、エ リアメール/緊急速報メールの配信などを通 じ

て、府内の皆さんに訓練 として災害情報を伝達 します。

備 考 :(1)大阪 880万人訓練は、例年 9月 の防災週間に合わせて実施 していますが、

今年度は大阪 。関西万博の開催期間を勘案 し、同実行委員会において 11

月 5日 (津波防災の 日)に実施 と決定されたため、「2.令和 7年度近畿地

方整備局 。堺市合同総合防災訓練」と同日実施 となります。

(2)本 訓練の実施をお知 らせするポスターについて、SDGs(エ スディージ

ーズ)推進の観点から、堺市ホームページ、SNS等各種広報媒体をさらに

活用することとし、今年度より配布を控えさせていただきます。



2.令和 7年度 近畿地方整備局 。堺市合同総合防災訓練

実施 日 :令和 7年 11 月 日 (フK)5

概 要 :今年度の訓練は、一昨年と同様国土交通省近畿地方整備局と堺市の共催で実

施 します。訓練内容は、昨年と同様、消防・警察・自衛隊による救出救護訓

練や緊急物資輸送訓練などを予定しています。

備 考 :今年度は両訓練が同日実施となります。総合防災訓練は大阪 880万人訓練の

情報発信を合図に訓練を開始する予定です。

③ 風水害に係る重大な気象情報等の共有について

今年も出水期を迎えるにあたり、令和5年度に区別に整理 した「風水害にかかる重大な気

象情報等を校区代表の皆様へ共有する取組」について改めて周知させていただきます。

市民の皆様の安全安心な生活を守るため、危機管理室と区役所等が連携し、災害対応にあ

たってまいりますので、引き続きご支援ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げ

ます。

記

1.情報共有のながれ
「風水害時情報共有の基本のながれ (概要)」 をご参照ください。

2.その他

本取組は、気象台等が発表する情報や地域で発生した被害情報などを参考情報とし

て校区代表の皆様へお伝えさせていただくものです。校区代表者様から地域の方々ヘ

さらに情報共有を行っていただくなどをお願いするものではありません。

問合先

危機管理室 山路 072-228-7605 西 区 役 所 寺田 072-275-1901

堺 区 役 所 辻尾 072-228-7403 南 区 役 所 阿力日井 072-290-1800

中 区 役 所 山田 072-270-8181 北 区 役 所 原田 072-258-6706

東 区 役 所 近藤 072-287-8100 美原区役所 澤 072-368-9311

問合先 。・・①色228-7605 防災課

②③亀L228-7605 危機管理課

(3)①堺市男女共同参画に関する市民意識 。実態調査及び

②堺市人権に関する市民意識調査の実施について

① 【広報さかい 7月 号掲載予定】② 【広報さかい 8月 号掲載予定】
(ダイバーシティ推進部)

① 堺市男女共同参画に関する市民意識・実態調査について

1,実施 目的 本調査を実施・分析を行い、課題等を把握することにより「男女平等

社会の形成の推進に関する条例」に基づ く基本計画である「(仮称)第
6期 さかい男女共同参画プラン」の策定に向けた基本的な考え方の整

理を目的 とする。

2.調査範囲  堺市内全域



3.調査期間  令和 7年 7月 上旬から下旬(約 3週間)

4.調査対象 満 18歳以上の男女市民の中から無作為に抽出した 4,000人

(区域別の人口比、性比により無作為で抽出)

5.調査方法  郵送、インターネ ット回答の併用、無記名回答

6.調査項 目 (1)男女の役割や地位に関する意識  (2)家庭生活

(3)こ どもの教育  (4)介護  (5)仕事

(6)地域・生活全般  (7)様々な暴力

(8)配偶者や交際相手等からの暴力

(9)防災対策

(10)男 女共同参画に関する言葉や施策

② 堺市人権に関する市民意識調査について

1.実施 目的 本調査は、「人権擁護宣言者卜市」にふさわしい人権が尊重されるまちづく

りを推進するため、市民の人権に関する意識の現状を把握 し、今後の人

権教育 。啓発施策の方向性を明らかにすることを目的に実施する。

2.調査範囲  堺市内全域

3.調査期間  令和 7年 8月 上旬か ら下旬 (約 3週間)

4.調査対象 満 16歳以上の男女市民の中から無作為に抽出した 4,000人

(区域別の人口比く性比により無作為で抽出)

5,調査方法  郵送・インターネ ット回答の併用、無記名回答

6.調査項 目 (1)人権に関する考え方  (2)自 分 自身に関すること

(3)同 和問題 (部落差別) (4)女 性の人権  (5)こ どもの人権

(6)障害者の人権  (7)高齢者の人権

(8)日 本に住む外国にルーンのある人の人権  (9)様 々な人権

(10)ダイバーシティ  (11)人権問題の啓発活動

(12)あ なた自身

問合先・・・ダイバーシティ企画課

①堺市男女共同参画に関する市民意識・実態調査について

娩L228-7408(直通)

②堺市人権に関する市民意識調査について

TEL228-7159(直 通)

(4)堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の改正について

【広報さかい 5月 号掲載】 (環境事業部 )

家庭から排出される資源ごみ等の持ち去 り行為を禁止する規定を加えるため、堺市廃棄



物の減量化及び適正処理に関する条例について、令和 7年 7月 1日 より下記のとおり施行

する旨をご報告させていただきます。

1.配付資料

堺市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例の改正について

2.お知らせしたい点

①条例改正により、家庭から排出される資源ごみ等の持ち去 り行為を禁止する

※対象となる資源ごみ等 :缶 `びん、プラスチック製容器包装、ペットボ トル

小型金属、粗大ごみ・不燃小物類

※禁止される行為は、堺市の収集のために排出された資源ごみ等を持ち去る行

為に限られるため、集団回収等地域で回収することや、個々で譲 り渡すこと、

障害者作業所等に譲 り渡すことは対象外

②条例改正を行為者へ周知等するため、令和 7年 4月 より市内全域で資源持ち去

り防止パ トロールを職員及び委託業者で開始

③持ち去 り行為を見かけた場合、直接注意することは避け、市へ情報提供をいた

だきたい

問合先・・・TEL228-7429  環境業務課

(5)令和 6年度高齢者防火訪間の実施結果及び令和 7年度高齢者防火訪問の実施につい

て

【広報さかい6月 号掲載 (実施についてのみ)】           (消 防局予防部)

前年度実施 しました標記事業につきまして、格段のご高配を賜 り、無事終了することが

できま したので、重ねて御礼申し上げます。当事業の実施結果は下記のとお りとな りまし

たので、ご参考までにご報告いたします。

また、消防局では、令和 7年度におきましても、高齢者が安全に安心 して暮 らせるまち

づ くりを推進するため、下記のとお り防火訪問を実施いたします。

防火訪問では、設置が義務づけられている住宅用火災警報器の設置及び維持管理の促進

など、住宅での火災予防丹策をイ薫力きかけてまい ります。

記

1 堺市における令和 6年度の実施結果について

(1)訪問世帯教等

ア 訪問世帯数 25,542世帯 (う ち、姑象世帯数 22,176世帯)

※ 対象世帯数 とは、訪問 した結果、同居・入院・転居・死亡・施設入所 。その他を

除いた世帯数。

イ 対象世帯数の うち、対面指導を実施 した世帯数 7,305世帯

(2)主な指導事項について

住宅用火災警報器を設置すること など

記



(3)そ の他

対面指導ができなかつた世帯につきま しては、防火訪問カー ドにリーフレット等を

添えて、ポスティングによる啓発を行いました。

2 令和 7年度の実施予定について

(1)対象

75歳以上の高齢者のみの世帯のうち、75歳、79歳、83歳 、87歳 、91歳、95歳及

び 99歳以上の高齢者が居住する世帯

(2)実施予定期間

6月 から翌年 3月 まで

※ 令和 8年度以降も実施する予定です。

(3)市民への周知

全世帯に配布される「広報さかい」6月 号に、高齢者の防火訪問を行 う旨の内容を

記載し、周知 しました。

問合先 。・・TEL238-6005 消防局 予防査察課

3.事務局連絡

(1)「 自治会活動保険」及び「自治会施設賠償責任保険」について

令和 7年 7月 1日 に、昨年度 と同内容で契約の更新を行います。
つきましては、自治会活動保険に関するパンフレットを7月 、自治会施設賠償責任保 F父

(※ )に関するパンフレットは9月 の役員会・定例会で配付いたしますのでよろしくお願
いいたします。

※防犯灯・防犯カメラ・掲示板については、設置する土地等の所有者から許可 (ex.市が管理

する道路上に設置する場合は道路占有許可等)を得る必要がありますので、ご留意ください

ますようお願いいたします。

(2)令和 6年度自治連合会等退任者感謝状について

例年どおり、退任者の感謝状・額縁等を、6月 下旬 (7月 区定例会)までに校区代表者

宅又は指定送付先に送付いたしますのでよろしくお願いいたします。

問合先・・・TEL22許 7405 市民協働課



堺 市 堺 麻 自 治 連 合 協 議 会  令 和 7年 6月 定 例 会

3.堺区案件

(1)令和 7年度堺大魚夜市開催にかかる揚賛金の依頼について

令不営7年度堺大魚夜軒子について、7月 26日 (■)に大浜公園にて開催予定です。例年、跡

斥[″)春校爪の皆様には堺火魚夜市へのご協賛を長易り誠にありがとうございます。

各校区様の協賛金は夜中の連樹経費 として充当されており、今年度につきましても下記の

とおりご協賛賜りますようお願いいたします。

記

1.依頼内容

令和 7年度堺大魚夜市開催にかかる協賛金の依頼

2.協賛金額

40,000隅

※ご協賛いただける場合は 7月 4口 (金 )開催予定の雰区自治連合協議会の定例会におき

まして事務局がお集めいた しますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

(2)令和 7年度堺大魚夜市自治会休憩テン ト開設のご案内について

白治会様用の休憩テン トを、メイン会ナ瘍卜の市民広場の南西側に設腎Lする予定です。スポ

ットクーラーも設置いたしますので、ご利用くださいますようお願いします。

記

1.利用皓聞

令和 7準 7月 26日 (上)17時から21時まで

2.設置場所

大浜公園 出批広場南西イ只ll

(3)令和 7年度堺大魚夜市開催における清夕
l■
ヨ
F・ パ トロ~ル等のご協力について

例年、堺区の各校区自治連合会の皆様からは、ポスター掲ホや清掃・パ トロールのご協

力を員易り献にありがとうございます。

(1)令和 7年度堺大魚夜市 ,デ=B催にかかる協賛金の依頼について

(2)令和 7年度堺大魚夜常自治会休憩チント開設のご案内について

(3)令和 7年度ナ堺大魚夜市開催における清掃・パ トロール等のご協力について

(堺観光コンベンション協会 )



球 荘 跡 医 自 治 連 合 協 議 会  令 不l17年 6月 定 例 会

今年度につきまして、下記の通り浦掃・パ トロール等について、ご協力賜 りたく存じま

すじ何かとご多1亡の折とは存 1し ますが、ご協オ,賜 りますようお願い中し。とげます。

1,依頼内容

令和 7準度堺大魚夜市開催における清才ャ弔・パ トローカ等のご協力

依頼日 供頼内容 時 P日目 景h元被区 そび)他の校区

7月 26日 上 会場内清掃 18:00ハV20100 各 2名 各 1名

稔【ウ妨ノくトロし“ル 20:OO'V22:00 各 2名 各 2名

終了後会場内清掃 21:00ハΨ22:30 各 2名

7月 27日 翔 会場内清掃 9:00-11:00 各 2名 各 2名

会場外清掃 9:00-11:00 各 2名

各校鷹 10牢. 各校区 わ嘉

※絶え被襲"と`低.童ぶ…弦鉱～盗西ェ、共彰全ユ.強騒―ri…

2.ご参力Π者の「口¬答

別紙様式「令和 7年度 堺大魚夜市募区各校区〉ぷ援者名簿」を o.刃 27辟 (盆量までに「 AX

でお送りください。

(堺観光コンベンション協会 FAX 1 072-233… 8448)

3.れ意事項

時節柄、作業中はかなり高温になりまり
｀
ので、帽 |た 'タ オル等をご持参ください。

問合先・・ t絶と233-5258 堺大魚夜市実行委員会事務局

(公益社団法人 坊単観光コンベンション協会)

′
1とL228-74υ 3 観光推進課

(4)元堺消防暑用地活用の方向性 (案)の市氏意見募集の実絶結果について

(都心未来倉峰造課 )

)と堺消防増用地の活用に向け、今和 7年 2月 17日 (月 )よ り「元堺消防署用地活用の方

消J性 (案 )」 イこ対する市民意見募集を実施 しました。いただいた意見の要旨と本市の考え方

をとりまとめま したのでご報告 tノ ます。

また、いただいた意見を参考に、このたび令和 7年 5月 に 「元堺消防署用地活用の方向

性1を策定しましたのでご報告ヒ/ま す。

記

記



堺 常 ナット区 幽 治 i車合 協 議 会  令 和 7年 6月 簿 例 会

1,慧兄募集剃聞

令和 7年 2月 17口 (月 )から令和 7年 3月 31日 (月 )

2.意見募集の実施結果

ご意見の要脅と本市の考え方

意見結果

意見提出数 33件
意見件教  89件   :

別紙 1の とお り

3.元堺消防署用地活用の方向性

本編   別紙 2の とおり

概要版  別紙 3の とおり

※意見募集の実施結果及び活用の:オ 1角 性にr)ぃては、堺串ホームページにて公表 し
‐
(いま

す。

4.今後のスケジュール (予定)

令和 7年度～令和 8年度

令和 9年度～令不Π ll年度

令和 ■年度以降

事業者公募

設計・工事

供用開始予定

問合先・・ 4色340-0368 都心未来捨1造課

本年 7月 20日 (日 )に、第 27回参議院畿員通常選挙 (以下「選挙」という。)が執行さ

れる予定です。
つきましては、投票事務を公正かつ用沿に執行するため、投票常会人及び投祟所会言1‐年度

任lli職員をご推薦くださいますようよろしくお願いたし′ます。

① 投票立会人の推薦について

投票立会人は主に投票事務の執行を撒ィ,見することで、選挙の公平性の條供を図るという
公恭代表沖しての性格を有する重要な役害1を 搬っていただくも♂うです。
1投票所 2名 の推薦#お願いしますが、長時間となりますので、前半・後半と交代とンて

いただくことも可能です。

② 会計年度任用職員の推薦について

禽t囲、会浄,年度任用職員をご推薦いただきました校区のみ、ご提出を消願い tプ ます。従
事いただく業務は、投票口前辮が業務才I・ ち合わ甘、投票所の設営、投票口当口が名簿対照
や投票用紙交付等σ)事務従事、投票所の後片づけとなります。

配

5) 27回参議院議員通常選挙における投票立会人の雑薦

②第 27博I参議院議員通常選挙に滞ける会計年度任用職員
(該当校区のみ)の権鱒について

について

(十 日短期臨時職員 )

(堺 IX選挙管理委員会,



騨 市 堺 区 白 冷 i襲台 協 畿 会  令 T爾 7年 6月 庫 例 会

年齢鉾
')要

件は、業務時に午齢満 15歳以上 (中 学生不可)で、投撃目講用、Iゝ 脚■)両

口とも彼事可能な方クうこ1雑薦をお願いし表
‐

'。

また、18歳未満の方は、労働基準法により

投票日ゝ日は樹t半 と後半で交替していただきますので、その場合は舶半と後半の 2'、推薦

消願いとノます。

1,提出先

各投票所で従事いただく投票立会人、会計年度任用職員 (該 洩校区のみ)について、

れぞれに推薦いただける方を記載いただき、6 月 23日 (月 う ま‐
で1こ採 区 白治雑灘誤・ ＼↑

送狩お願い します
`1

問合先・・・靴228-7263 跡X選挙管理委員会事務局

そ

返

(6)令和 7年度防災士養成奮韓座 (2口 FttBI講座)について (ナ外区白治推進諜 )

２

　

　

３

・
Ｉ

ＩＩ

ｍ

４

令不H7年度防災士養成講座 (試験資格込み)を下記のとおり、大 1坂公立大学の主 で実

施 します。各校区から3名程度σ)ご参力||を 溶願いいたと′ます。

記

1.同 時 (日 程は 2日 間、R寺間は予定です )

10月 11日 (上)9時～ 18時 00分

10月 12 麟 (日 )9日孝～ 18樹寺30子か

場所 :大阪公立大学杉本キャンパス (大卜,又
‐
常住吉区杉本 許3-138)

対象警 i各校区 3名程度 (愛謙の可否については改めて連絡 します。)

Ⅳ

受1離嬰件

,校区内の自主防災組繊及び自治会活動で防災活動に携わる方

.今後、校区内の地域防災力を高めていくなしがある方

.防災士養成講座に関する2日 糊α)研 4多の参加と事前学習 (レポー ト課題の提出)が
できる方

※レポー ト課題と防災士教本は研修 日の約 lヵ 月前に中込者に送付されます。

.救命救急諄習修了証取得者または救急法基礎講辞を受講できる方暢可紙 1参貴《)

※該当の修了証を持つていない方は、努区白治推進課が開催する講習を受講、もし

くは消防局等が実施する講習をお申し込みください。

5.講座内蓉 :防災itr研修締座・防災士資格敢得試験|

6.費用 :無料※防災11養成講座費漏 1人 26,000円 は堺区役所で負担します。

7.提出期限 i

い 。 )

令和 7年 0 30日 (月 ) (受講申込鶴を堺区自治推進鰈までご提出くださ



堺 市 堺 区 自 治 連 合 協 議 会  令 和 7年 6月 定 例 会

3。 堺区案件

1)令和 7年度堺大魚夜市開催にかかる協賛金の依頼について

2)令和 7年度堺大魚夜市自治会休憩テント開設のご案内について

3)令和 7年度堺大魚夜市開催における清掃 。パ トロール等のご協力について

(堺観光コンベンション協会)

(1)令和 7年度堺大魚夜市開催にかかる協賛金の依頼について

令和 7年度堺大魚夜市について、7月 26日 (土)に大浜公園にて開催予定です。例年、堺

区の各校区の皆様には堺大魚夜市へのご協賛を賜り誠にありがとうございます。

各校区様の協賛金は夜市の運営経費として充当されており、今年度につきましても下記の

とおりご協賛賜りますようお願いいたします。

記

1.依頼内容

令和 7年度堺大魚夜市開催にかかる協賛金の依頼

2.協賛金額

40,000円

※ご協賛いただける場合は 7月 4日 (金)開催予定の堺区自治連合協議会の定例会におき

まして事務局がお集めいたしますので、ご協力いただきますようお願いいたします。

(2)令和 7年度堺大魚夜市自治会休憩テント開設のご案内について

自治会様用の休憩テントを、メイン会場の市民広場の南西側に設置する予定です。スポ

ットクーラーも設置いたしますので、ご利用くださいますようお願いします。

記

1 。禾U用 時間

令和 7年 7月 26日 (土)17時から21時まで

2.設置場所

大浜公園 市民広場南西側

(3)令和 7年度堺大魚夜市開催における清掃 。パ トロール等のご協力について

例年、堺区の各校区自治連合会の皆様からは、ポスター掲示や清掃・パ トロールのご協

力を賜り誠にありがとうございます。



堺 市 堺 区 自 治 連 合 協 議 会  令 和 7年 6月 定 例 会

今年度につきまして、下記の通り清掃 。パ トロール等について、ご協力賜りたく存じま

すけ何かとご多忙の折とは存じますが、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

記

1.依頼内容

令和 7年度堺大魚夜市開催における清掃・パ トロール等のご協力

依頼 日 依頼内容 1時 間 1地元校 区 その他の校区

7月 26日 土 会場内清掃 118:00～20:00 1各 2名 各 1名

会場パ トロール 120
00'Ψ 22:00

1各
2名 各 2名

終了後会場内清掃 ,1:00～22:30 1各
2名

― =

7月 27日 日 会場内清掃 慟:00～ H:00 1各
2名 各 2名

会場外清掃 p:00～ 11:00  1各 2名

各校区 10名 各校区 5名

※地元校区とは、市、湊、湊西、英彰の 4 校 区ですハ

2.ご参加者の回答

別紙様式「令和 7年度 堺大魚夜市堺区各校区応援者名簿」を 6月 27日 (金)ま でに FAX

でお送 りください。

(堺観光コンベンション協会 FAX:072-233-8448)

3.注意事項

時節柄、作業中はかなり高温になりますので、帽子・タオル等をご持参ください。

問合先・ 。・TEL238-5258 堺大魚夜市実行委員会事務局

(公益社団法人 堺観光コンベンション協会)

′
1洸228-74υ3 観光推進課

(4)元堺消防署用地活用の方向性 (案)の市民意見募集の実施結果について

(都心未来創造課)

元堺消防署用地の活用に向け、令和 7年 2月 17日 (月 )よ り「元堺消防署用地活用の方

向性 (案 )」 に姑する市民意見募集を実施 しました。いただいた意見の要旨と本市の考え方

をとりまとめましたのでご報告 します。

また、いただいた意見を参考に、このたび令和 7年 5月 に 「元堺消防署用地活用の方向

性」を策定 しましたのでご報告 します。

記



堺 市 堺 区 自 治 連 合 協 議 会  令 和 7年 6月 定 例 会

1.意見募集期間

令不日7年 2月 17日  (月 )か ら令不日7年 3月 31日  (月 )

2.意見募集の実施結果

ご意見の要旨と本市の考え方

意見結果

意見提出数 33件
意見件数  39件

別紙 1の とお り

3.元堺消防署用地活用の方向性

本編   別紙 2の とおり

概要版  別紙 3の とおり

※意見募集の実施結果及び活用の方向性については、堺市ホームページにて公表していま

す。

4。 今後のスケジュール (予定 )

令和 7年度～令和 8年度

令和 9年度～令和 11年度

令和 H年度以降

事業者公募

設計 。工事

供用開始予定

問合先・・・&L340-0368 都心未来創造課

(5)①第27回参議院議員通常選挙における投票立会人の推薦について
②第27回参議院議員通常選挙における会計年度任用職員 (旧短期臨時職員)

(該当校区のみ)の推薦について          (堺 区選挙管理委員会)

本年 7月 20日 (日 )に、第 27回参議院議員通常選挙 (以下「選挙」という。)が執行さ
れる予定です。

つきましては、投票事務を公正かつ円滑に執行するため、投票立会人及び投票所会計年度
任用職員をご推薦くださいますようよろしくお願いたします。

記

① 投票立会人の推薦について

投票立会人は主に投票事務の執行を監視することで、選挙の公平性の確保を図るという
公益代表としての性格を有する重要な役割を担っていただくものです。
l投票所 2名 の推薦をお願いしますが、長時間となりますので、前半 。後半と交代して

いただくことも可能です。

② 会計年度任用職員の推薦について

前回、会計年度任用職員をご推薦いただきました校区のみ、ご提出をお願いします。従
事いただく業務は、投票日前日が業務打ち合わせ、投票所の設営、投票日当日がお簿対照
や投票用紙交付等の事務従事、投票所の後片づけとなります。



堺 市 堺 区 自 治 連 合 協 議 会  令 和 7年 6月 定 例 会

年齢等の要件は、業務時に年齢満 15歳以上 (中 学生不可)で、投票 日前 日、当日の両

日とも従事可能な方のご推薦をお願い します。また、18歳未満の方は、労働基準法により

投票日当日は前半と後半で交替 していただきますので、その場合は前半と後半の 2人推薦

お願いします。

1.提出先

各投票所で従事いただく投票立会人、会計年度任用職員 (該当校区のみ)について、

月)ま でに堺 区自治 課へご

そ

返れぞれに推薦いただける方を記載いただき、6月 23日 (

送 をお願い しますぅ

問合先・・・TEL228-7263 堺区選挙管理委員会事務局

(6)令和 7年度防災士養成講座 (2日 間講座)について (堺区自治推進課 )

令和 7年度防災士養成講座 (試験資格込み)を下記のとお り、大阪公立大学の主催で実

施 します。各校区から 3名程度のご参加をお願いいたと′ます。

記

1,同 時 (日 程は 2日 間、時間は予定です)

10月 11日 (土)9時～18時 00分

10月 12日  (日 )9日寺～ 18日寺30/刀＼

2.場所 :大阪公立大学杉本キャンパス (大阪市住吉区杉本 8-3-138)

3.対象者 :各校区 3名程度 (受講の可否については改めて連絡 し′ます。)

4.受講要件

I.校区内の自主防災組織及び自治会活動で防災活動に携わる方

Ⅱ。今後、校区内の地域防災力を高めていく志 しがある方

Ⅲ.防災士養成講座に関する 2日 間の研修の参加 と事前学習 (レ ポー ト課題の提出)が
できる方

※レポ― 卜課題と防災士教本は研修 日の約 lヵ 月前に申込者に送付 されます。

Ⅳ.救命救急講習修了証取得者または救急法基礎講習を受講できる方 暢可紙 1参照)

※該当の修了証を持つていない方は、堺区自治推進課が開催する講習を受講、もし

くは消防局等が実施する講習をお申し込みください。

5,講座内容 :防災士研修講座 。防災士資格取得試験

6.費用 :無料※防災士養成講座費用 1人 26,000円 は堺区役所で負担します。

7.提出期限

い 。 )

:令和 7年 6 30日 (月 ) (受講申込書を堺区自治推進課までご提出くださ


